
介護保険制度の改善､介護報酬の引き上げ、 
介護従事者の確保・処遇改善を求める署名

今年4月から介護保険制度の見直しが実施されました。①要支援者の訪問介護、通所介護を費用を抑えた

市町村の事業に移し替える、②一定以上の所得者の利用料を 1 割から 2 割に引き上げる、③特養の入所対

象を原則要介護3以上に限定する、④低所得者を対象とした施設での居住費・食費の負担軽減制度（補足給

付）の要件を厳しくするなど、介護サービスの削減と負担増が盛り込まれ、利用者に様々な困難が生じてい

ます。

利用料の引き上げでは、すでにサービスを減らすケースが多数生じています。補足給付の見直しでは、預

貯金などの資産調査が新たに導入されたことにより、対象から外れ、施設の入所を続けることが困難になっ

ている利用者もいます。 

事業所に支払われる介護報酬は4月から改定され、かつてない大幅な引き下げにより、小規模デイサービ

スなど各地で経営難を理由とする事業所の廃業が相次いでいます。 

介護現場の人手不足も深刻です。介護職員の給与は全産業労働者の平均と比べて低い水準にすえおかれた

ままです。介護の仕事に展望をもてず、介護福祉士の養成校では入学者が定員を大きく割り込む事態が続い

ています。

利用者も、事業所も、介護従事者も、このままでは将来に希望がもてません。 

制度の改善は「待ったなし」です。利用者に行き届いた介護が保障され、 

介護職員が専門性を発揮し生き生きと働き続けられるよう、以下の４点を 

請願します。

請願項目

１ 介護保険の見直しによる介護サービスの利用制限、費用負担の引き上げを中止し、必要な人に必要な 
サービスが保障されるよう制度の大幅な改善を行うこと 

２ 介護報酬を大幅に引き上げること。報酬改定がサービスの利用に支障をもたらさないよう、利用料負担の
軽減など必要な対策を行うこと 

３ 国の責任で、介護従事者の確保・処遇改善のための施策を早急に実施すること 

４ 以上を実現するために、介護保険財政に対する国の負担割合の引き上げをふくめ、必要な財政措置を 
講じること 

（※氏名は、名字が同じ場合でも略式「〃」ではなく、フルネームでお書き下さい）

 氏 名                          住  所 

 ※この署名は、国会に提出する以外に使用しません

＜取扱団体＞ 全日本民医連  〒113-8465 東京都文京区湯島2-4-4 平和と労働センター7Ｆ

（全日本民主医療機関連合会） TEL 03-5842-6451  FAX 03-5842-6460  URL http://www.min-iren.gr.jp

衆議院議長 殿 

参議院議長 殿 年 月 日


